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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月28日(2010.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　糖尿病、インスリン抵抗性、代謝疾患／メタボリック症候群、異脂肪血症、肥満、過体
重、神経変性疾患から選択される疾患または状態予防、進行遅延または処置の、または運
動持久能力の改善のための、エストロゲン関連受容体ガンマ(ＥＲＲγ)アゴニストを有効
成分として含む、医薬。
【請求項２】
　神経変性疾患がパーキンソン病、アルツハイマー病またはハンチントン病である、請求
項１に記載の医薬。
【請求項３】
　処置される疾患が２型糖尿病、代謝疾患／メタボリック症候群、異脂肪血症、パーキン
ソン病、アルツハイマー病およびハンチントン病から成る群から選択される、請求項１ま
たは２に記載の医薬。
【請求項４】
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　運動持久能力の改善のための、請求項１に記載の医薬。
【請求項５】
　障害されたグルコースの代謝(ＩＧＭ)を有する対象の、２型糖尿病の予防または進行遅
延のための、請求項１に記載の医薬。
【請求項６】
　ＥＲＲγアゴニストがＧＳＫ４７１６またはＧＳＫ９０８９、またはいずれの場合も、
薬学的に許容されるその塩から選択される、請求項１から５のいずれかに記載の医薬。
【請求項７】
　ＥＲＲγアゴニストの１日経口用量が１０～５００mgまたは１０～２００mgである、請
求項１から６のいずれかに記載の医薬。
【請求項８】
　ＥＲＲγアゴニストが、０.００１～１０マイクロモルまたは０.００１～１マイクロモ
ルのＥＣ５０を示す、請求項１から７のいずれかに記載の医薬。
【請求項９】
　ＥＲＲγアゴニストが、ＥＲＲγＦＲＥＴアッセイで０.００１～１０マイクロモルま
たは０.００１～１マイクロモルのＥＣ５０を示す、請求項１から８のいずれかに記載の
医薬。
【請求項１０】
　さらに１種以上の薬学的に許容される担体を含む、請求項１から９のいずれかに記載の
医薬。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　ＥＲＲγアゴニストは当分野で既知である。例えば、ＥＲＲγアゴニストは、いずれの
場合も例えばZuercher, et al. 2005に一般的におよび具体的に開示されている。
　好ましいＥＲＲγアゴニストはＧＳＫ４７１６またはＧＳＫ９０８９である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　１型糖尿病はしばしば小児期に診断され、およびその理由のために若年性糖尿病と呼ば
れることもある。早期診断が、心臓疾患、失明、高血圧、神経損傷、および腎臓不全を含
む、糖尿病のより重篤な合併症のいくつかを予防するのに重要である。しかしながら、１
型糖尿病は若年性の、痩せた個体に、通常３０歳より前に発症する傾向があるが、より高
齢の患者にもこの形の糖尿病が存在し得る。このタイプの１型糖尿病は、通常成人の選択
的自己免疫性糖尿病(ＬＡＤＡ)と呼ばれる。より一般的な若年性１型糖尿病と同様、ＬＡ
ＤＡは、インスリン産生膵臓β細胞の免疫仲介破壊が原因である。ＬＡＤＡはまた遅延発
症型１型糖尿病、成人の後期発症自己免疫性糖尿病、および１型糖尿病としても知られる
。若年性１型糖尿病とＬＡＤＡの主要な差異はその診断年齢である　－　一般に３０歳以
上。ＬＡＤＡを診断する方法は、例えば特許出願ＷＯ２００５０５４５１２Ａ２に記載さ
れている。それ故に、１型糖尿病は全ての年齢に存在し得て、臨床的顕在化の年齢を決定
する因子は未知である。
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